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開催報告書 

 

開催報告 

 

2023 年 1 月 25 日（水）、PRI（責任投

資原則）とグローバル・コンパクト・ネッ

トワーク・ジャパン（GCNJ）の共催によ

る国際潮流セミナー『サステナビリティ

情報開示の最新潮流 ～企業が生き抜く

条件・投資家の期待～』を開催いたしまし

た。開催にあたっては、メディアパートナ

ーとして、ジャパンタイムズ様にご協力

をいただきました。 

 

本セミナーでは、２つの基調講演とパネ

ルディスカッションを通じて有識者から、

国際サステナビリティ基準審議会(以下、

ISSB)による国際基準策定の目的やサス

テナビリティ基準委員会（以下、SSBJ)に

よる日本基準の開発に関する論点、任意

開示から制度開示への流れに対し望まし

い開示基準や期待といったテーマで、今

後のサステナビリティ情報開示の在り方

についてお話いただきました。 

 

【基調講演①】 

まず、ISSB 理事の小森博司氏に「サステ

ナビリティ情報開示の現状と今後につい

て」と題し講演いただきました。 

主として非財務情報開示統一化の動き

の中で IFRS の２つの基準案（S1：全般的

要求事項、S２：気候関連）について 2023

年 6 月までに最終基準発行を目指してい

ることに触れ、現在のアルファベットス

ープと呼ばれる状況を整理し、グローパ

ルスタンダードとして一本化することを

目指しているとのお話がありました。そ

のため、CDSB、SASB、IIRC の枠組みを

統合し、同時に GRI と提携を行っている

ことが述べられ、直近の COP27 では CDP

と も 提 携 を 行 う こ と が 発 表 され ま し

た。 新たな基準ではグローバルに投資家

が企業を比較しやすく、企業側も内容・デ

ータが備わって双方に使いやすい形にな

るとの説明がありました。また投資家は

企業の成長力、いわゆる本業での稼ぐ力

（ROE、ROIC 等）に最も着目しているの

で、それを発揮できていない企業は分析

対象にならない可能性があると指摘され

ました。それゆえ企業は情報開示ありき

ではなく、ビジネスモデルやビジネス戦

略を確実なものにしながら、新たなルー

ルに落とし込む開示戦略を練る必要があ

るとのご説明がありました。 

今後、ルールの作成とともにデジタル・

タクソノミーについても議論を進めるこ

と、気候変動の次の基準開発として、生物

多様性(Biodiversity) 、人的資本(Human 

Capital)、人権(Human Rights)、財務情報

と非財務情報の結合(コネクティビティ)

の４点を 2023 年上半期にパブリックコ

メントにかける予定であることをお話い

ただきました。 最後に国内企業のトップ

に対しては、社内の様々な考えがある中

でもサステナビリティの重要性をトップ

自らが絶えず唱え続けることで組織の文

化が変わり、開示内容も充実したものへ

と変わっていく、この一連の変化へと結

び付けてほしい、とのメッセージがあり

ました。 

 

 

 

【基調講演②】 

続いて、「ディスクロージャーをめぐる

日本の動向と今後の課題」と題して、東京

大学未来ビジョン研究センター高村ゆか

り教授からご講演いただきました。はじ

めにこれまでの国内でのサステナビリテ
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ィ情報開示の動きについて触れられ、金

融審議会ディスクロージャー・ワーキン

ググループでの議論として、SSBJ が日本

基準の策定主体となり、そこで定められ

る開示基準を国内のサステナビリティ基

準とすることを内閣府令として整備して

いくことが説明されました。 

次にワーキンググループでの主要な論

点について解説がありました。1 点目は

ISSB の動きを見つつ早期に基準策定を

すること、次に市場区分や企業規模など

に応じた基準の段階的な対応である拡張

性（Scalability）の考え方、最後に今後の

第三者保証のあり方について、具体的に

はサステナビリティ情報の情報範囲、そ

の保証の担い手などの要件をあげられま

した。 

また SSBJ での開発基準の範囲につい

ては、ISSB の基準（S1、S2）をベースに

開発する日本版の基準（S1、S2）は規範

性のあるものを優先的に検討することが

述べられました。さらに日本基準の公表

時期としては、公開草案は 2023 年度中

（2024 年 3 月まで）に、確定基準は 2024

年中（2025 年 3 月まで）を目指している

との話がありました。 

最後に情報開示の意義についてあら

ためて触れられ、金融機関にとっては金

融市場の安定性確保の意味合い、そして

企業にとっては経営、事業の体質強化を

もたらす機会であることが語られました。

そして今後は情報開示の質的な向上、保

証をはじめとして情報開示の質を支える

制度的な基盤整備（人材育成、CO2 排出

量把握など）が求められるとの話で締め

くくられました。 

 

 

 

【パネルディスカッション】 

本パネルでは、高崎経済大学学長、水口

剛氏をモデレーターに迎え、株式会社丸

井グループ 取締役 常務執行役員 加藤

浩嗣氏、KDDI 株式会社 執行役員 コーポ

レート統括本部 副統括本部長 兼 サス

テナビリティ経営推進本部長 最勝寺奈

苗氏、JP モルガン・アセット・マネジメ

ント株式会社 インベストメント・スチュ

ワードシップ統括責任者エグゼクティブ

ディレクター 近江静子氏、東京海上アセ

ットマネジメント株式会社 理事 責任投

資部長 兼 オルタナティブ責任投資部長 

菊池勝也氏にご登壇いただき、「企業が生

き抜く条件・投資家の期待」をテーマに意

見交換がされました。 各社からの企業紹

介に続き、任意開示から制度開示への流

れに対して企業として向き合い方や投資

家としての期待、グローバル基準と国内

事情の整合性、グローバルな分断の中で

のサステナブルな基準や情報開示の意義

といった点について、オンライン視聴者

からの質問も取り上げながら企業側・投

資家側の目線から活発なディスカッショ

ンが行われました。 

議論の内容を以下にご紹介します。 

 

■任意開示から制度開示への動きについ

てどう感じるか？ 

・(最勝寺氏) 企業独自のデータはどの開

示基準に合致させていくのか悩ましかっ

たため、開示基準が統一される点につい

ては歓迎したい。自由演技の箇所を残し

つつ、規定演技とうまく組み合わせて開

示していくのが重要。 

・(加藤氏) 様々な開示をしていくことは、

投資家の評価が高まるのみならず、社内

の暗黙知を形式知化する作業につながり、

変革が起こることを含め、メリットは大

きい。 

・(近江氏) 未だに上場企業の中でも不十

分なサステナビリティ情報しか取得でき

ない実態がある。制度開示は経営トップ

がその重要性に気付き前向きな循環がで

きるので投資家サイドとして非常に望ま

しい。 

・(菊池氏) 投資家にも情報開示が求めら

れているため、基準を整理し、適切な情報

が出てくることは、インベストメント・チ

ェーン及びビジネスがより良く循環する

ことにつながる。 

■組織内で情報開示を進めるにあたって、

組織体制を整えるのに苦労した点は？ 

・ (最勝寺氏) 非財務情報はデータ収集

に工数がかかり手探り状態。適切な仕組

みや要員拡充が必要だが、トップのコミ

ットメントがあるため社内は非常に協力

的。 

■今後、様々な基準の開発が進み、規定演

技が増えていくことが想定される。基準

策定に関する要望はあるか？ 

・ (加藤氏) 投資家側から見て日本企業

の成長を阻害している要因を開示項目に

入れていただきたい。 

・ (最勝寺氏)サステナビリティの観点を

組み入れて事業収益を上げていくという

ことは業界ごとの特性もあると思われる

ので、データを評価する側で考慮いただ
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けると有難い。 

■投資家側が情報開示を評価するとき、

個々の企業の事情も勘案されると思うが、

どの投資家もそういった目線で評価して

いると考えて良いか？ 

・ (近江氏) グローバルな独自の尺度に

基づき、企業独自の工夫や将来的な方向

性も含めて、ESG 評価を行っている。数

値ベースで見ると結果として評価が低く

なることがあり、改善への取り組み・方針

を対話の中で確認している。 

■SSBJ が日本独自の指標を上乗せして

いく上でどれほど固有の事情を考慮して

いくべきか？ 

・ (加藤氏)  欧州の企業は開示に対して

先進的で日本は遅れている、国内企業だ

けを見ていると気づかない。ガラパゴス

化を阻止するためにグローバル基準を多

くした方がいい。 

・ (最勝寺氏)グローバル基準に合わせる

方が、結果的に日本企業にとっても良い。

内部で声を上げても進まないことが、外

部の厳しい意見が入ることで改善し対応

が速くなる。 

・(菊池氏) 人的資本を例にとっても様々

な国の歴史的な変遷があるため、スポッ

ト的に日本と欧米の違いを議論するより

は、企業価値を上げるための人的資本と

は何なのかという本質的な観点が重要だ

と考えている。ただし、日本は海外投資家

の比率が高いため、必然的に日本固有の

事情のみを主張するのは難しい現実もあ

る。 

SSBJ は昨年 11 月に運営方針を公開して

おり、その中に示されているが、周辺諸制

度との関係など日本独自で検討する必要

があるものについては積極的に議論すべ

きと考えている。 

■グローバルな分断がある中でサステナ

ビリティの基準や情報開示は長期的には

一つの大きな枠組みへと収斂していくと

期待していいのか、それとも異なる方へ

進んでいくと感じるか？ 

・ (加藤氏) デジタル化が進み、無形資産

中心の経済の流れは止まることはないた

め、グローバル基準が必要となる。 

・ (最勝寺氏)今日のように先が見通せな

い状況にこそ非財務価値が重要で、その

評価のために情報開示基準が必要だ。地

球規模で起こっている様々なリスクに対

処しながら、財務・非財務双方の価値向上

にしっかり取り組んでいきたい。 

・ (近江氏) グローバルな分断が強まっ

てきても財務・非財務含めてプラットフ

ォーム自体に変化はなく、どのような国

においても各企業への調査やリサーチ、

エンゲージメントが後退することはない。 

・(菊池氏) コロナ禍以前は気候に関する

リスクが上位に集中していたが、今は地

政学上のリスクなどが加わり、まさに

VUCA （ Volatility 、 Uncertainty 、

Complexity、Ambiguity）といった状況。

こういう時だからこそグローバルな基準

のみならず企業価値を継続して向上する

ためにグローバルな無形資産の意味がよ

り大きくなっている。 

■開示基準が収斂しても企業の ESG 評価

機関対応は変わらないと思うが、各機関

の評価基準も収斂していくのか？ 

・(菊池氏) ESG 評価が収斂するのが良い

か否かという議論はあるが、アルファベ

ットスープが解消すれば、開示の負担は

一定程度解消する方向に向かうと思う。

ESG 評価会社と投資家側両面から対話を

積み上げていくことが重要。 

 

水口剛氏 

 

左から加藤浩嗣氏、最勝寺奈苗氏 

 

左から近江静子氏、菊池勝也氏 

 

最後に水口氏からのまとめとして、 

「サステナビリティ情報開示が大きく動

いていく一方で、グローバル社会が非常

に混乱しているが、そういった時代だか

らこそ逆に非財務情報の価値が重要。そ

れを正確に開示し、正しい評価がなされ

ていけば、市場の力によって長期的にサ

ステナブルな社会になっていく。 

それを本当に実現するためには開示する

企業側が開示のための開示ではなく、企

業価値を向上させる中身をつくっていく

ことが必要。その上で投資家が開示情報

を正確に読み取り、正しく評価をしてい

く責任も大きい。今後も PRI と GCNJ が

協力をしてこの活動を継続し、来年も進

捗を話せるような機会になれば良いと思

う」と締めくくられました。 

以上 


